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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを記憶保持する記録媒体の利用が可能な親機としての第１の装置と、
　前記第１の装置から転送されたコンテンツデータを再生する機能を有する子機としての
第２の装置と
　を備え、
　前記第１の装置は、
　　コンテンツデータを前記記録媒体に記録するように制御する記録制御手段と、
　　前記第２の装置からの再生履歴情報を受け付ける受付手段と、
　　前記再生履歴情報を解析し、コンテンツデータが前記記録媒体に記録されてから前記
第２の装置に転送されるまでの期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめ
た鮮度情報、および、コンテンツデータが前記第２の装置に転送されてから削除されるま
での期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめた保存情報を含む、前記第
２の装置の利用態様を示す情報を生成する情報解析手段と、
　　前記利用態様を示す情報に基づいて、前記記録媒体に記憶保持されているコンテンツ
データの内、前記第２の装置が利用するであろうコンテンツデータを抽出する抽出手段と
、
　　前記抽出手段により抽出された前記コンテンツデータを、前記第２の装置に転送する
転送手段と
　を備え、
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　前記第２の装置は、
　　前記第１の装置からのコンテンツデータの前記第２の装置における再生状況および削
除履歴を含む前記再生履歴情報を生成する履歴生成手段と、
　　前記再生履歴情報を前記第１の装置に転送する再生履歴提供手段と、
　　前記第１の装置から供給されるコンテンツデータを受け付けるデータ受付手段と
　を備えるコンテンツ利用システム。
【請求項２】
　前記第１の装置は、
　　放送信号を受信選局する受信選局手段と、
　　ユーザーの好みの放送番組の放送信号を受信選局するための選局指示情報を記憶保持
する選局指示記憶手段と、
　　前記第２の装置からの前記再生履歴情報に基づいて、前記選局指示記憶手段の前記選
局指示情報を更新する選局指示更新手段と
　をさらに備え、
　前記第１の装置の前記記録制御手段は、前記選局指示記憶手段の前記選局指示情報と予
め取得する放送予定情報とに基づいて前記受信選局手段を制御し、受信選局した放送番組
の放送信号をコンテンツデータとして前記記録媒体に記録するように制御する
　請求項１に記載のコンテンツ利用システム。
【請求項３】
　前記第１の装置の前記抽出手段は、前記利用態様を示す情報を解析することによって、
前記第２の装置の利用態様を予測して、前記第２の装置に転送するコンテンツデータを抽
出する
　請求項１に記載のコンテンツ利用システム。
【請求項４】
　前記第１の装置は、
　　放送信号を受信選局する受信選局手段と、
　　ユーザーが目的とする放送番組の放送信号を受信選局するための選局指示情報を記憶
保持する選局指示記憶手段と
　をさらに備え、
　前記第１の装置の前記記録制御手段は、前記選局指示記憶手段の前記選局指示情報に基
づいて、前記受信選局手段を制御し、受信選局した放送番組の放送信号をコンテンツデー
タとして前記記録媒体に記録するように制御する
　請求項１に記載のコンテンツ利用システム。
【請求項５】
　コンテンツデータを記憶保持する記録媒体の利用が可能な親機としての記録再生装置で
あって、
　コンテンツデータを前記記録媒体に記録するように制御する記録制御手段と、
　前記記録再生装置から転送されたコンテンツデータを再生する機能を有する子機として
の情報端末装置からの再生履歴情報を受け付ける受付手段と、
　前記再生履歴情報を解析し、コンテンツデータが前記記録媒体に記録されてから前記情
報端末装置に転送されるまでの期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめ
た鮮度情報、および、コンテンツデータが前記情報端末装置に転送されてから削除される
までの期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめた保存情報を含む、前記
情報端末装置の利用態様を示す情報を生成する情報解析手段と、
　前記利用態様を示す情報に基づいて、前記記録媒体に記憶保持されているコンテンツデ
ータの内、前記情報端末装置が利用するであろうコンテンツデータを抽出する抽出手段と
、
　前記抽出手段により抽出された前記コンテンツデータを、前記情報端末装置に転送する
転送手段と
　を備える記録再生装置。
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【請求項６】
　放送信号を受信選局する受信選局手段と、
　ユーザーの好みの放送番組の放送信号を受信選局するための選局指示情報を記憶保持す
る選局指示記憶手段と、
　前記情報端末装置からの前記再生履歴情報に基づいて、前記選局指示記憶手段の前記選
局指示情報を更新する選局指示更新手段と
　をさらに備え、
　前記記録制御手段は、前記選局指示記憶手段の前記選局指示情報と予め取得する放送予
定情報とに基づいて前記受信選局手段を制御し、受信選局した放送番組の放送信号をコン
テンツデータとして前記記録媒体に記録するように制御する
　請求項５に記載の記録再生装置。
【請求項７】
　前記抽出手段は、前記利用態様を示す情報を解析することによって、前記情報端末装置
の利用態様を予測して、前記情報端末装置に転送するコンテンツデータを抽出する
　請求項５に記載の記録再生装置。
【請求項８】
　放送信号を受信選局する受信選局手段と、
　ユーザーが目的とする放送番組の放送信号を受信選局するための選局指示情報を記憶保
持する選局指示記憶手段と
　をさらに備え、
　前記記録制御手段は、前記選局指示記憶手段の前記選局指示情報に基づいて、前記受信
選局手段を制御し、受信選局した放送番組の放送信号をコンテンツデータとして前記記録
媒体に記録するように制御する
　請求項５に記載の記録再生装置。
【請求項９】
　コンテンツデータを記憶保持する記録媒体の利用が可能な親機としての第１の装置と、
前記第１の装置から転送されたコンテンツデータを再生する子機としての第２の装置とか
らなるコンテンツ利用システムにおけるシステム制御方法であって、
　前記第１の装置は、
　　コンテンツデータを前記記録媒体に記録する記録工程と、
　　前記第２の装置の再生履歴情報を取得する取得工程と、
　　前記再生履歴情報を解析し、コンテンツデータが前記記録媒体に記録されてから前記
第２の装置に転送されるまでの期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめ
た鮮度情報、および、コンテンツデータが前記第２の装置に転送されてから削除されるま
での期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめた保存情報を含む、前記第
２の装置の利用態様を示す情報を生成する情報解析工程と、
　　前記利用態様を示す情報に基づいて、前記記録媒体に記憶保持されているコンテンツ
データの内、前記第２の装置が利用するであろうコンテンツデータを抽出する抽出工程と
、
　　前記抽出工程において抽出した前記コンテンツデータを、前記第２の装置に転送する
転送工程と
　を行い、
　前記第２の装置は、
　　前記第１の装置からのコンテンツデータの前記第２の装置における再生状況および削
除履歴を含む再生履歴情報を生成する生成工程と、
　　前記再生履歴情報を前記第１の装置に提供する提供工程と、
　　前記第１の装置から供給されるコンテンツデータを受け付けるコンテンツ受付工程と
　を行うシステム制御方法。
【請求項１０】
　前記第１の装置は、
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　　前記取得工程において取得した前記再生履歴情報に基づいて、選局指示記憶部に記憶
保持されているユーザーの好みの放送番組の放送信号を受信選局するための選局指示情報
を更新する更新工程をさらに行い
　　前記記録工程において、前記選局指示記憶部の前記選局指示情報と予め取得する放送
予定情報とに基づいてチューナ部を制御し、受信選局した放送番組の放送信号をコンテン
ツデータとして前記記録媒体に記録する
　請求項９に記載のシステム制御方法。
【請求項１１】
　前記第１の装置は、
　　前記抽出工程において、前記利用態様を示す情報を解析することによって、前記第２
の装置の利用態様を予測して、前記第２の装置に転送するコンテンツデータを抽出する
　請求項９に記載のシステム制御方法。
【請求項１２】
　前記第１の装置は、
　　前記記録工程において、ユーザーが目的とする放送番組の放送信号を受信選局するた
めに選局指示記憶部に記憶保持されている選局指示情報に基づいてチューナ部を制御し、
受信選局した放送番組の放送信号をコンテンツデータとして前記記録媒体に記録する
　請求項９に記載のシステム制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、ハードディスクなどの大容量の記録媒体を備えた第１の装置と、
携帯情報端末などのコンテンツの再生機能を有する第２の装置とからなるコンテンツ利用
システム、このシステムで用いられる装置およびシステム制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤＤ（Hard Disk Drive）の大容量化が進み、テレビやラジオなどの放送番組や、Ｃ
Ｄ（Compact Disc）などのメディアからの大量のデータをＨＤＤに記録する装置がある。
このような大容量記録媒体を用いる記録装置においては、例えば放送やインターネットに
よって提供されるＥＰＧ（Electric Program Guide）などと呼ばれる電子番組表の情報を
利用し、ユーザーが目的とする放送番組（コンテンツ）を撮り貯めることができる機能な
ども提供されており便利である。
【０００３】
　しかしながら、ＨＤＤは小型化も進んでいるが、ＨＤＤは持ち運びには大きい。このた
め、ＨＤＤに記録されたコンテンツの内、ユーザーが利用したいコンテンツだけを小型の
記録媒体に移し変え、当該小型の記録媒体の再生装置を用いて、外出先などにおいてコン
テンツを利用することが行われている。
【０００４】
　後に記す特許文献１には、自己のＨＤＤに記録保持した音楽コンテンツをＭＤ（Mini D
isc（登録商標））と呼ばれる小型の光磁気ディスクに移し替えなどし、これをＭＤの再
生装置で利用する場合に、常に好みの状態で音楽コンテンツを利用できるようにするため
、ＨＤＤに記録する音楽コンテンツに対して、自己の好みに合うように予めイコライジン
グ処理、リバーブ処理、エコー処理、ノイズ付加処理などの加工を施した上でデータ圧縮
してＨＤＤに記録する方式が提案されている。
【０００５】
　この特許文献１に記載の技術を用いることによって、ＭＤの再生装置においては、何も
することなく、ＨＤＤからＭＤに移し替えられた音楽コンテンツを常に自己の好みに合致
した状態で再生して楽しむことができるようにされる。このように、ＨＤＤに大量に記憶
保持することが可能になった種々のコンテンツを有効に活用できるようにする技術が種々
考えられている。
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【特許文献１】特願２００４－０４６９５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＭＤや記録可能なＣＤなどの記録媒体に加え、フラッシュメモリなどの半導
体メモリが用いられたいわゆるメモリカードなどを記録媒体として用いる再生装置も提供
されるようになってきている。しかし、フラッシュメモリなどの半導体メモリは、ＨＤＤ
に比べるとその容量は小さく、ＨＤＤに記憶保持されているすべてのコンテンツを記録す
ることはできない。
【０００７】
　このため、ユーザーは、自己のＨＤＤに記録した大量のコンテンツの内から、目的とす
るコンテンツのみを半導体メモリが用いられたメモリカードに移し替えて利用することに
なる。しかし、コンテンツの入れ替えは煩雑であることが多いためユーザーがコンテンツ
の入れ替えをせずに、同じコンテンツを繰り返し利用していることが多いと考えられる。
【０００８】
　すなわち、ユーザーは、ＨＤＤを用いた記録装置に大量のコンテンツを蓄積することが
可能になったが、その利用場所は当該記録装置が設置された家庭においてであり、ＨＤＤ
に蓄積したコンテンツを外出先などで利用しようとする場合には、目的とするコンテンツ
を、記憶容量の少ないフラッシュメモリなどに移し替えて利用するようにしなければなら
ない。
【０００９】
　しかしながら、ユーザーが大量にコンテンツを保存したいと思うのは、実際には記録さ
れたコンテンツ（情報量）が多いことを望んでいるわけではなく、同じコンテンツ（情報
）が繰り返されない、ということを求めているのであって、その意味では、容量の少ない
メモリカードを記録媒体として用いる再生装置でも、ユーザーがメモリカードに記録され
たコンテンツの全てを利用してしまう前、あるいはした直後にコンテンツが更新されれば
、大量にコンテンツを保存している場合と同じサービスが受けられることになる。
【００１０】
　以上のことに鑑み、この発明は、例えば、ＨＤＤなどの大容量記録媒体を用いる記録装
置と、例えば携帯情報端末のような再生装置とを組み合わせ、利用可能な大量の情報の中
から、ユーザーの好みに応じた情報であって、常に新しい情報を、煩雑な操作を伴うこと
なく利用できるようにするシステム、装置、方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明のコンテンツ利用システムは、
　コンテンツデータを記憶保持する記録媒体の利用が可能な親機としての第１の装置と、
　前記第１の装置から転送されたコンテンツデータを再生する機能を有する子機としての
第２の装置と
　を備え、
　前記第１の装置は、
　　コンテンツデータを前記記録媒体に記録するように制御する記録制御手段と、
　　前記第２の装置からの再生履歴情報を受け付ける受付手段と、
　　前記再生履歴情報を解析し、コンテンツデータが前記記録媒体に記録されてから前記
第２の装置に転送されるまでの期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめ
た鮮度情報、および、コンテンツデータが前記第２の装置に転送されてから削除されるま
での期間を各コンテンツデータの属するジャンルごとにまとめた保存情報を含む、前記第
２の装置の利用態様を示す情報を生成する情報解析手段と、
　　前記利用態様を示す情報に基づいて、前記記録媒体に記憶保持されているコンテンツ
データの内、前記第２の装置が利用するであろうコンテンツデータを抽出する抽出手段と
、
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　　前記抽出手段により抽出された前記コンテンツデータを、前記第２の装置に転送する
転送手段と
　を備え、
　前記第２の装置は、
　　前記第１の装置からのコンテンツデータの前記第２の装置における再生状況および削
除履歴を含む前記再生履歴情報を生成する履歴生成手段と、
　　前記再生履歴情報を前記第１の装置に転送する再生履歴提供手段と、
　　前記第１の装置から供給されるコンテンツデータを受け付けるデータ受付手段と
　を備えることを特徴とする。
【００１２】
　この請求項１に記載のコンテンツ利用システムによれば、親機としての第１の装置と子
機としての第２の装置とは、有線や無線によって接続可能とされる。そして、子機として
の第２の装置は、親機としての第１の装置の抽出手段によって記録媒体から抽出され、転
送手段によって転送されるコンテンツデータを、データ受付手段を通じて受け付けて、こ
れを再生して利用することができるようにされている。
【００１３】
　親機としての第１の装置においては、受付手段を通じて受け付けた子機としての第２の
装置からの再生履歴情報を情報解析手段により解析することによって、子機の利用態様を
示す情報が生成される。そして、親機としての第１の装置の抽出手段においては、生成さ
れた当該利用態様を示す情報に基づいて、子機に提供するコンテンツが抽出される。
【００１４】
　これにより、親機としての第１の装置においては、子機としての第２の装置の利用態様
に応じて、子機としての第２の装置において利用される可能性の高いコンテンツを抽出し
て、これを子機としての第２の装置に提供することができるようにされる。すなわち、当
該システムのユーザーは、煩雑な操作や時間をかけることなくなく、利用する可能性の高
いコンテンツのみを子機としての第２の装置に格納し、これを再生して利用することがで
きるようにされる。
【００１５】
　また、請求項２に記載の発明のコンテンツ利用システムは、請求項１に記載のコンテン
ツ利用システムであって、
　前記第１の装置は、
　　放送信号を受信選局する受信選局手段と、
　　ユーザーの好みの放送番組の放送信号を受信選局するための選局指示情報を記憶保持
する選局指示記憶手段と、
　　前記第２の装置からの前記再生履歴情報に基づいて、前記選局指示記憶手段の前記選
局指示情報を更新する選局指示更新手段と
　をさらに備え、
　前記第１の装置の前記記録制御手段は、前記選局指示記憶手段の前記選局指示情報と予
め取得する放送予定情報とに基づいて前記受信選局手段を制御し、受信選局した放送番組
の放送信号をコンテンツデータとして前記記録媒体に記録するように制御することを特徴
とする。
【００１６】
　この請求項２に記載の発明のコンテンツ利用システムによれば、親機としての第１の装
置の記録制御手段は、選局指示記憶手段に記憶された選局指示情報と放送予定情報とに基
づいて、受信選局手段を制御し、ユーザーが好みの放送番組を選局して、これを記録媒体
に蓄積することができるようにされている。この選局指示記憶手段に記憶された選局指示
情報が、選局指示更新手段によって、子機としての第２の装置からの再生履歴情報に基づ
いて更新される。
【００１７】
　これにより、ユーザーが子機としての第２の装置を用いて利用したコンテンツの利用履
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歴に基づいて、選局指示情報が更新され、コンテンツの実際の利用状況に応じて、ユーザ
ーが好む放送番組を自動的に選局して記録媒体に蓄積することができるようにされる。そ
して、ユーザーの好みに合ったコンテンツをユーザーの手を煩わせることなく子機として
の第２の装置に提供することができるようにされる。
【００１８】
　また、請求項３に記載の発明のコンテンツ利用システムは、請求項１に記載のコンテン
ツ利用システムであって、
　前記第１の装置の前記抽出手段は、前記利用態様を示す情報を解析することによって、
前記第２の装置の利用態様を予測して、前記第２の装置に転送するコンテンツデータを抽
出することを特徴とする。
【００１９】
　この請求項３に記載の発明のコンテンツ利用システムによれば、親機としての第１の装
置の抽出手段は、利用態様を示す情報を解析することによって、子機としての第２の装置
の利用態様を予測し、この予測結果に基づいて、子機である第２の装置に転送するコンテ
ンツデータを抽出する。これにより、利用頻度の高いコンテンツのジャンルや利用頻度の
高い時間帯などの情報から、利用されるであろうコンテンツを正確に特定し、ユーザーの
手を煩わせることなく子機としての第２の装置に提供し、これを再生して利用することが
できるようにされる。
【００２０】
　また、請求項４に記載の発明のコンテンツ利用システムは、請求項１に記載のコンテン
ツ利用システムであって、
　前記第１の装置は、
　　放送信号を受信選局する受信選局手段と、
　　ユーザーが目的とする放送番組の放送信号を受信選局するための選局指示情報を記憶
保持する選局指示記憶手段と
　をさらに備え、
　前記第１の装置の前記記録制御手段は、前記選局指示記憶手段の前記選局指示情報に基
づいて、前記受信選局手段を制御し、受信選局した放送番組の放送信号をコンテンツデー
タとして前記記録媒体に記録するように制御することを特徴とする。
【００２２】
　この請求項４に記載のコンテンツ利用システムによれば、親機としての第１の装置の記
録制御手段は、選局指示記憶手段に記憶された選局指示情報と放送予定情報とに基づいて
、受信選局手段を制御し、ユーザーが好みの放送番組を選局して、これを記録媒体に蓄積
することができるようにされている。そして、記録媒体に記録された多数のコンテンツの
中から、抽出手段によって子機としての第２の装置に提供するコンテンツが抽出されるが
、この場合、情報解析手段によって、子機としての第２の装置からの再生履歴情報を解析
することによって生成される利用態様を示す情報に基づいて、抽出するコンテンツが選択
するようにされる。
【００２３】
　これにより、子機としての第２の装置の利用態様に合致したコンテンツを記録媒体から
抽出し、これを子機としての第２の装置に対して、ユーザーの手を煩わせることなく、提
供することができるようにされる。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によれば、ユーザーの手を煩わせることなく、好みに応じたコンテンツを自動
的に蓄積し、最新のコンテンツ、あるいは、最新のコンテンツであって利用態様に応じた
コンテンツを子機としての再生装置に自動転送し、このコンテンツを子機としての再生装
置を通じて利用することができる。したがって、目的とする放送番組の録画はしたが、時
間がなくて視聴できないといった不便を解消することができる。また、ユーザーが利用し
たいコンテンツをユーザーの手を煩わせることなく確実に再生装置に転送し、再生装置を
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通じて利用できるようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図を参照しながら、この発明のシステム、装置、方法の一実施の形態について説
明する。
【００２６】
　［システム構成の概要］
　図１は、この実施の形態のコンテンツ利用システムの構成を説明するための図である。
この実施の形態のコンテンツ利用システムは、この発明によるコンテンツ利用システム、
システム利用方法が適用されたものである。
【００２７】
　図１に示すように、この実施の形態のシステムは、親機となるハードディスクレコーダ
１００と子機となる携帯情報端末２００とから構成される。このシステムは、この発明の
システム、方法が適用されたものであり、また、ハードディスクレコーダ１００は、この
発明の記録再生装置が適用されたものであり、携帯情報端末２００は、この発明の情報端
末装置が適用されたものである。
【００２８】
　図１に示すように、ハードディスクレコーダ１００と携帯情報端末２００とは、クレー
ドル３００とデジタルインターフェース（以下、デジタルＩ／Ｆと略称する。）とによっ
て接続される。そして、クレードル３００に携帯情報端末２００をセットするだけで（置
くだけで）、ハードディスクレコーダ１００の子機との接続端と、携帯情報端末２００の
親機との接続端とを接続し、デジタルＩ／Ｆおよびクレードル３００とを通じて、ハード
ディスクレコーダ１００と携帯情報端末２００との間において、種々のデータの送受を行
うことができるようにしている。
【００２９】
　そして、詳しくは後述もするように、ハードディスクレコーダ１００は、放送信号のチ
ューナを備え、携帯情報端末２００からの再生履歴情報に基づいて更新される選局指示情
報としての好みデータベースの情報とＥＰＧなどから形成される放送予定情報としての番
組表データとに基づいて、ユーザーの好みに応じた放送番組を自動的に受信選局してこれ
をハードディスクに記録（蓄積）することができるものである。
【００３０】
　また、ハードディスクレコーダ１００は、携帯情報端末２００からの再生履歴情報を解
析し、詳しくは後述もするが、携帯情報端末２００の利用態様を示す情報であるスタイル
データベースの情報を生成し、これに基づいて、ハードディスクに蓄積した放送番組の内
、利用される可能性の高い放送番組を携帯情報端末２００に自動的に提供することができ
るものである。
【００３１】
　このため、携帯情報端末２００は、コンテンツを再生して利用する毎にコンテンツの利
用履歴を生成して保持し、これをハードディスクレコーダ１００に提供することができる
ものである。
【００３２】
　なお、ハードディスクレコーダ１００と携帯情報端末２００との間において行われるデ
ータの送受は、携帯情報端末２００がクレードル３００にセットされた場合に自動的に行
うようにされている。したがって、このシステムのユーザーは、煩雑な操作を行うことな
く、自己の好みに合った放送番組を自動的に選局してハードディスクに蓄積し、この内の
必要な放送番組を携帯情報端末２００のメモリに移し替えて利用することができるように
している。
【００３３】
　［ハードディスクレコーダの構成］
　図２は、この実施の形態のシステムのハードディスクレコーダ１００の構成を説明する
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ためのブロック図である。図２に示すように、この実施の形態のハードディスクレコーダ
１００は、入力系として、デジタルチューナ１０２Ａ、アナログテレビチューナ１０２Ｂ
、ラジオチューナ１０２Ｃからなるチューナ部１０２を備えると共に、各チューナ部に対
しては、放送受信アンテナ１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃが接続されている。そして、テ
レビチューナ１０２Ｂ、ラジオチューナ１０２Ｃに対して、切換回路１０３、音声処理部
１０４、音声エンコーダ１０５、映像処理部１０６、映像エンコーダ１０７が設けられて
いる。
【００３４】
　また出力系として、音声デコーダ１２１、出力音声処理部１２２、音声出力端子１２３
、映像デコーダ１２４、出力映像処理部１２５、映像出力端子１２６を備えている。そし
て、データの分離／多重処理を行う多重／分離回路１１０を備えると共に、例えば、２５
０ＭＢｙｔｅ（メガバイト）以上の記憶容量のハードディスクを備えたハードディスクド
ライブ（ＨＤＤ）１３０を備えている。
【００３５】
　また、入出力系として、例えば、インターネットなどの高域ネットワークに接続するた
めの通信インターフェース（以下、通信Ｉ／Ｆと略称する。）１３１および接続端子１３
２、子機との接続を可能にするための子機インターフェース（以下、子機Ｉ／Ｆと略称す
る。）１３３および端子１３４を備えている。
【００３６】
　そして、この実施の形態の各部を制御する制御部１４０を備えている。制御部１４０は
、図２に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１４１、ＲＯＭ（Read Only M
emory）１４２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１４３、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically 
Erasable and Programmable ROM）１４４が、ＣＰＵバス１４５を通じて接続されて構成
されたマイクロコンピュータである。また、この制御部１４０には、現在時刻を提供する
と共に、期間の計測（カウント）が可能な時計回路（タイマ）１６０と、各種の操作キー
、操作スイッチ、操作つまみなどを備え、ユーザーからの種々の操作入力（指示入力）を
受け付けるキー操作部１７０が接続されている。
【００３７】
　　［記録時の動作について］
　このハードディスクレコーダ１００においてのコンテンツの記録時の動作について説明
する。図２に示したように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００のチューナ
部１０２は、３つの異なる放送波を受信選局するために、３つのチューナ部が設けられて
いる。この内いずれを用いるかは、例えば、キー操作部１７０を通じて受け付けるユーザ
ーからの操作入力や後述もする好みデータベースの情報に応じた制御部１４０の制御によ
って選択することができるようにされている。
【００３８】
　　　［デジタルチューナを利用する場合］
　まず、デジタルチューナ１０２Ａを用いるようにされた場合について説明する。デジタ
ルチューナ部１０２Ａは、この実施の形態においてはデジタルＢＳ／ＣＳチューナであり
、ＢＳデジタル放送信号、ＣＳデジタル放送信号を受信選局することができるものである
。なお、地上波デジタルテレビ放送用のチューナ部を設けることによって、地上波デジタ
ルテレビ放送信号についても受信選局して利用できるようにすることも可能であるが、そ
の場合の動作はＢＳデジタル放送信号やＣＳデジタル放送信号を受信選局する場合とほぼ
同様の処理となるため、この明細書においては省略する。
【００３９】
　そして、受信アンテナ１０１Ａにおいて受信された衛星からのデジタル放送信号は、デ
ジタルチューナ１０２Ａに供給される。デジタルチューナ１０２Ａは、制御部１４０から
供給されるユーザーからの選局指示に応じた選局制御信号に基づいて、目的とするデジタ
ル放送信号を受信、選局し、この受信、選局したデジタル放送信号を多重／分離回路１１
０に供給する。
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【００４０】
　デジタル放送信号は、番組伝送路としてのチャンネル毎に、ＰＳＩ（Program Specific
 Information）と呼ばれる選局情報や電子番組案内表を形成するためのＥＰＧ（Electron
ic Program Guide）データなどの種々の制御データと共に、放送番組を構成する画像デー
タ（ビデオデータ）や音声データ（オーディオデータ）、その他の種々のデータがパケッ
ト化され、多重化されて送信されるものであり、いわゆるＴＳ（Transport Stream）信号
の形式とされたものである。
【００４１】
　各パケットのそれぞれには、識別子（ＩＤ）が付加されており、この識別子によって、
ＰＳＩデータやＥＰＧデータを抽出したり、同じ番組を構成する映像（画像）パケットや
音声パケットを抽出したりすることができるようにされている。
【００４２】
　多重／分離回路１１０は、デジタルチューナ１０１からのＴＳ信号からＰＳＩやＥＰＧ
データを抽出し、これを制御部１４０に供給して、番組の選択を可能にすると共に、電子
番組案内表を形成して、これをユーザーからの指示に応じて表示するように出力し、電子
番組案内表を通じての番組選択や録画予約などを可能にする。
【００４３】
　また、多重／分離回路１１０は、選択された番組の記録が指示されている場合には、デ
ジタル１０２ＡからのＴＳ信号からユーザーにより選択された目的とする番組のビデオパ
ケットとオーディオパケットとを抽出して、これらと必要な制御データとからなる新たな
ＴＳ信号を形成し、これをＨＤＤ１３０に供給してハードディスクに記録する。
【００４４】
　同時に、多重／分離回路部１１０は、デジタルチューナ１０２ＡからのＴＳ信号から抽
出された目的とする番組のビデオパケットからビデオＥＳ（Elementary Stream）を形成
し、これを映像デコーダ１２４に供給し、また、オーディオパケットからオーディオＥＳ
（Elementary Stream）を形成して、これを音声デコーダ１２１に供給する。
【００４５】
　音声デコーダ１２１は、これに供給されたオーディオＥＳを復号化処理し、ベースバン
ドの音声データ（オーディオデータ）を得て、これを出力音声処理部１２２に供給する。
また、映像デコーダ１２４は、これに供給されたビデオＥＳを復号化処理して、ベースバ
ンドの映像データ（ビデオデータ）を得て、これを出力映像処理部１２５に供給する。
【００４６】
　なお、オーディオＥＳやビデオＥＳは、ＭＰＥＧ（Moving Picture Expert Group）方
式でデータ圧縮されており、音声デコード１２１、映像デコーダ１２４においては、ＭＰ
ＥＧ方式で復号化処理を行うことになる。
【００４７】
　出力映像処理部１２５は、映像デコーダ１２４からの映像データと、後述する映像処理
部１０６からの映像データとの切り換えや、画面合成やフィルタ処理などを行い、処理後
の映像データをアナログ信号に変換し、これを映像信号出力端子１２６を通じて外部のモ
ニタ表示装置等に供給することになる。
【００４８】
　なお、出力映像処理部１２５の後段にＯＳＤ（On Screen Display）処理部を設け、画
面表示用のグラフィックッスや文字データの生成を行い、ＯＳＤ処理部に供給された映像
データに対して、生成したグラフィックスや文字データを重ねたり、部分的に表示させる
ようにしたりする等の処理を施し、出力する形式のアナログ映像信号を形成するようにす
ることもできる。
【００４９】
　一方、出力音声処理部１２２では、音声デコーダ１２１からの音声データと、音声処理
部１０４からの音声データとの切り換えや、フィルタ処理、フェード処理、話速変換処理
等を行い、処理後の音声データをアナログ音声信号に変換して、これをアナログ音声信号
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の出力端子１２３を通じて外部のスピーカなどに出力する。
【００５０】
　このように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００においては、デジタルチ
ューナ１０２Ａを通じて受信、選局したデジタル放送信号から目的とする番組の映像デー
タと音声データとを抽出し、これをＨＤＤ１３０のハードディスクに記録すると共に、同
時にアナログ映像信号とアナログ音声信号とを形成して、これを出力することができるよ
うにしている。つまり、デジタル放送信号として提供される目的とする番組をＨＤＤ１３
０のハードディスクに記録しながら、その番組を視聴することもできるようにされている
。
【００５１】
　また、上述したように、多重／分離回路１１０において新たに形成するようにしたＴＳ
信号を例えば図示しないデジタルインターフェース回路、デジタル入出力端子を通じて他
の機器に供給するなどのこともできるようにされる。また、この逆に、例えば、外部機器
などから図示しないデジタルインターフェースを介して供給されるデジタル信号を受け付
け、これをＨＤＤ１３０のハードディスクに記録したり、アナログ映像信号、アナログ音
声信号を形成して、出力したりすることもできる。
【００５２】
　　　［テレビチューナ、ラジオチューナを利用する場合］
　次に、テレビチューナ１０２Ａ、ラジオチューナ１０２Ｃを通じて、アナログ信号の入
力を受け付け、これをハードディスク３１８に記録したり、アナログ出力したりする場合
の動作について説明する。すなわち、この実施の形態において、テレビチューナ１０２は
、地上波のアナログテレビ放送信号を受信、選局して復調し、アナログ映像信号とアナロ
グ音声信号とを得て、これらを入力切換回路１０３に供給する。同様に、ラジオチューナ
１０２Ｃは、ＡＭラジオ放送信号、ＦＭラジオ放送信号を受信選局して復調し、これを切
換回路１０３に供給する。
【００５３】
　入力切換回路１０３は、制御部１４０からの制御信号に従い、目的とする信号を選択し
て出力する。すなわち、入力切換回路１０３は、テレビチューナ１０２Ｂからのアナログ
映像信号とアナログ音声信号とを出力するか、ラジオチューナ１０２Ｃからのアナログ音
声信号を出力するかを切り換える。なお、アナログ音声入力端子やアナログ映像入力端子
を設け、これらからの入力を入力切換回路１０３に供給して、切換可能にしておくことに
より、外部のアナログ入力にも対応することが可能である。
【００５４】
　入力切換回路１０３からのアナログ音声信号は、音声処理部１０４に供給され、ここで
デジタル信号（音声データ）に変換された後、音声エンコーダ１０５に供給される。音声
エンコーダ１０５は、これに供給された音声データを所定のデータ圧縮方式、例えばＭＰ
ＥＧ方式に従ってデータ圧縮処理し、オーディオＥＳを形成し、これを多重分離部１１０
に供給する。
【００５５】
　一方、切換回路１０３からのアナログ映像信号は、映像処理部１０６に供給される。映
像処理部１０６は、これに供給された映像信号をＹＣ分離処理、すなわち、輝度信号Ｙと
色差信号Ｃとに分離し、これらに対してＡ／Ｄ変換、クロマデコード等の処理を施し、デ
ジタルコンポーネントビデオデータ（映像データ）に変換すると共に、プリフィルタ等の
各種映像信号処理を施し、処理後の映像データを映像エンコーダ１０７と出力映像処理部
１２５に供給する。
【００５６】
　なお、映像処理部１０６は、これに供給されたビデオ信号から同期分離して得た水平同
期信号、垂直同期信号、フィールド判別信号に基づいて、各回路ブロックにおいて必要な
タイミングを提供するクロック信号、同期信号を生成し、これを各回路ブロックに供給す
る機能をも備えるものである。
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【００５７】
　映像エンコーダ１０７は、映像処理部１０６からの映像データにブロックＤＣＴ（Disc
rete Cosine Transform：離散コサイン変換）等の符号化処理を施し、ビデオＥＳを生成
し、多重／分離回路１１０に供給する。
【００５８】
　多重／分離回路１０７は、記録時においては、音声エンコーダ１０５からのオーディオ
ＥＳと映像エンコーダ１０７からのビデオＥＳと各種制御信号との多重化処理を行う。つ
まり、記録時における多重／分離回路１１０は、これに入力されたＭＰＥＧオーディオＥ
Ｓと、ＭＰＥＧビデオＥＳとを、各種制御信号と合わせ、多重化処理を施し、例えばＭＰ
ＥＧシステムのＴＳ信号を生成する。ここで生成されたＴＳ信号が、ＨＤＤ１３０のハー
ドディスクに記録される。
【００５９】
　また、上述もしたように、音声処理部１０４からの音声データは、音声エンコーダ１０
５に供給されると共に、出力音声処理部１２２にも供給され、また、映像処理部１０６か
らの映像データは、映像エンコーダ１０７に供給されると共に、出力映像処理部にも供給
するようにされている。
【００６０】
　そして、出力音声処理部１２２は、上述もしたように、これに供給された音声データを
Ｄ／Ａ変換するなどして、出力用のアナログオーディオ信号を形成し、これを出力すると
共に、出力映像処理部１２５は、上述もしたように、出力用のアナログビデオ信号を形成
し、これを出力することができるようにされている。
【００６１】
　すなわち、テレビチューナ１０２Ｂ、ラジオチューナ１０２Ｃを通じて供給されたアナ
ログ信号をデジタル信号に変換してこれを記録媒体３１８に記録する処理と並行して、こ
の記録対象のビデオデータやオーディオデータを再生して出力することができるようにさ
れている。
【００６２】
　もちろん、テレビチューナ１０２Ｂ、ラジオチューナ１０２Ｃを通じて取得した信号で
あって、デジタル信号に変換された信号を、図示しないデジタルインターフェースを通じ
て出力するなどのこともできるようにされる。
【００６３】
　　　　［ハードディスク３１８からの再生について］
　次に、上述のようにしてＨＤＤ１３０のハードディスクに記録された映像データと音声
データとを再生する場合のこの実施の形態のハードディスクレコーダ１００の動作につい
て説明する。制御部１４０の制御により、ＨＤＤ１３０のハードディスクから再生しよう
とする目的とするＴＳ信号が読み出され、これが多重／分離回路１１０に供給される。
【００６４】
　再生時において、多重／分離回路１１０は、ＨＤＤ１３０のハードディスクから読み出
されたＴＳ信号から、ビデオＥＳ、オーディオＥＳの分離処理を行い、分離したオーディ
オＥＳを音声デコーダ１２１に供給し、ビデオＥＳを映像デコーダ１２４に供給する。
【００６５】
　音声デコーダ１２１以降の処理、および、映像デコーダ１２４以降の処理は、デジタル
チューナ１０２Ａからの信号を記録する場合において説明した通りである。すなわち、音
声デコーダ１２１に供給されたオーディオＥＳからアナログ音声信号が形成されて出力さ
れ、映像デコーダ１２４に供給されたビデオＥＳからアナログ映像信号が形成されて出力
される。
【００６６】
　これにより、アナログオーディオ出力端子１２３、アナログビデオ出力端子１２６の後
段に接続された例えばＴＶセットを通じて、ＨＤＤ１３０のハードディスクから読み出さ
れたビデオデータ、オーディオデータに応じた映像、音声を出力し、これを視聴すること
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ができるようにされる。
【００６７】
　もちろん、ＨＤＤ１３０のハードディスクから読み出された映像データ、音声データを
図示しないデジタルインターフェースを通じて出力するようにすることも可能である。
【００６８】
　そして、詳しくは後述するように、ＨＤＤ１３０のハードディスクから読み出された映
像データ、音声データなどからなるコンテンツデータを子機Ｉ／Ｆ１３３を通じて、クレ
ードル３００に接続された子機２００に供給し、子機２００のメモリに記録するようにし
て、当該コンテンツデータを子機２００において再生して利用することができるようにし
ている。
【００６９】
　　　　［通信接続端子、通信インターフェースの利用について］
　また、上述もしたように、この実施の形態のハードディスク装置３は、通信Ｉ／Ｆ１３
１、通信接続端子１３２を備え、例えば、電話回線などを経由してインターネットなどの
ネットワークに接続し、そのネットワークを通じて、各種のデータを取得したり、また、
各種のデータをネットワークに送出したりすることができるものである。
【００７０】
　ここで、送受可能な各種のデータとしては、映像データや音声データの他、各種のプロ
グラムやテキストデータなどの送受も可能である。映像データや音声データの場合には、
多重／分離回路１１０を通じて、ＨＤＤ１３０に記録することができる。
【００７１】
　また、多重／分離回路１１０と、音声デコーダ１２１、出力音声処理部１２３、オーデ
ィオ出力端子１２３からなるオーディオ信号の再生系と、映像デコーダ１２４、出力映像
処理部１２５、ビデオ出力端子１２６からなるビデオ信号の再生系を用いることによって
、通信ネットワークを通じて取得したビデオデータやオーディオデータを再生し、これら
を利用することもできるようにされる。
【００７２】
　また、通信Ｉ／Ｆ１３１、通信接続端子１３２を通じて取得したビデオデータやオーデ
ィオデータを図示しないデジタルＩ／Ｆを通じて、出力することもできるようにされてい
る。
【００７３】
　さらに、この実施の形態のハードディスク装置３において用いられるプログラムや制御
データなどの提供をネットワークを通じて受けて、これをＥＥＰＲＯＭ１４４などに記録
保持し、必要に応じてこれを利用するようにするなどのこともできる。
【００７４】
　例えば、通信ネットワークを通じて、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００
の機能をアップさせるようにしたり、ＥＰＧデータなどを事前に得て、予め電子番組案内
表を作成したりしておくなどのこができるようにされる。
【００７５】
　なお、この実施の形態においては、ビデオデータとオーディオデータとは、ＭＰＥＧ方
式の圧縮を行うようにしているが、他の圧縮方式を用いることも可能であるし、また、デ
ータ圧縮することなく、非圧縮のまま処理することも可能である。
【００７６】
　［携帯情報端末の構成］
　図３は、この実施の形態のシステムの携帯情報端末２００の構成を説明するためのブロ
ック図である。この実施の形態の携帯情報端末は、この発明による情報端末装置が適用さ
れたものである。図３に示すように、この実施の形態の携帯情報端末２００は、図１を用
いて説形したようにクレードル３００を通じて親機であるハードディスクレコーダ１００
に接続するための接続端２０１と、親機との接続を可能にするための親機Ｉ／Ｆ２０２と
、データ処理部２０３と、フラッシュメモリ２０４とを備えている。
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【００７７】
　また、映像デコーダ２１１と、映像処理部２１２と、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display
）２１３とからなる映像再生系と、音声デコーダ２１４と、音声処理部２１５と、スピー
カ２１６とからなる音声再生系とを備えている。また、携帯情報端末２００の各部を備え
る制御部２２０を備えている。この制御部２２０は、ＣＰＵ２２１、ＲＯＭ２２２、ＲＡ
Ｍ２２３、ＥＥＰＲＯＭ２２４が、ＣＰＵバス２２５を通じて接続されて構成されたマイ
クロコンピュータである。
【００７８】
　ここで、ＲＯＭ２２２は、ＣＰＵ２２１において実行される各種のプログラムや処理に
必要なデータなどが記録されたものである。また、ＲＡＭ２２３は、各種の処理の実行時
において、主に作業領域として用いられるものである。また、ＥＥＰＲＯＭ２２４は、い
わゆる不揮発性メモリであり、携帯情報端末２００の電源が落とされても保持しておくべ
きデータ、例えば、詳しくは後述もするが、再生履歴情報や各種のパラメータなどを記憶
保持するものである。
【００７９】
　また、図３に示すように、制御部２００には、現在年月日および現在時刻を提供する時
計回路２３０が接続されていると共に、各種の操作キーを備え、ユーザーからの操作入力
を受け付けるキー操作部２４０が接続されている。このキー操作部２４０は、ユーザーか
らの操作入力を受け付けて、これを電気信号に変換し、制御部２２０に供給することがで
きるようにされる。これにより、制御部２２０は、ユーザーからの操作入力に応じて携帯
情報端末２００の各部を制御することができるようにされる。
【００８０】
　そして、この実施の形態の携帯情報端末２００は、クレードル３００にセットすること
によって、接続端２０１を通じて親機である図１、図２に示したハードディスクレコーダ
１００と接続するようにされ、ハードディスクレコーダ１００との間で情報の送受を行う
ことができるようにされる。
【００８１】
　そして、ハードディスクレコーダ１００から送信されてきた種々のデータは、接続端２
０１を通じて親機Ｉ／Ｆ２０２に供給される。親機Ｉ／Ｆ２０２は、ハードディスクレコ
ーダ１００からのデータをこの携帯情報端末２００において処理可能な形式に変換し、要
求データなどの種々の制御データなどを制御部２２０に供給すると共に、映像データや音
声データなどからなるＴＳ信号の形式とされたコンテンツデータは、データ処理部２０３
に供給する。
【００８２】
　制御部２２０は、親機Ｉ／Ｆ２０２を通じて供給されるハードディスクレコーダ１００
からの制御データに基づいて、各部を制御することができるようにされている。データ処
理部２０３は、親機Ｉ／Ｆ２０２を通じて供給されたハードディスクレコーダ１００から
のコンテンツデータを、制御部２２０の制御に応じて、フラッシュメモリ２０４に記録す
る形式に変換し、これをフラッシュメモリ２０４に記録することができるようにされる。
【００８３】
　そして、キー操作部２４０を通じて、ユーザーから目的とするコンテンツデータの再生
指示を受け付けると、制御部２２０は、データ処理部２０３を制御し、フラッシュメモリ
２０４から再生が要求されたコンテンツデータを読み出し、この読み出したコンテンツデ
ータを映像データと音声データとに分離し、映像データを映像デコーダ２１１に供給し、
音声データを音声デコーダ２１４に供給する。
【００８４】
　映像デコーダ２１１は、これに供給された所定の方式でデータ圧縮されている映像デー
タを当該方式に従って復号化処理し、データ圧縮前の映像データを復元して、これを映像
処理部２１２に供給する。映像処理部２１２は、これに供給された映像データをアナログ
信号に変換すると共に、ＬＣＤ２１３に供給する形式の映像信号を形成し、これをＬＣＤ
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２１３に供給する。これにより、フラッシュメモリ２０４から読み出されたコンテンツデ
ータの映像データに応じた映像をＬＣＤ２１３の表示画面に表示することができるように
される。
【００８５】
　また、音声デコーダ２１４は、これに供給された所定の方式でデータ圧縮されている音
声データを当該方式に従って復号化処理し、データ圧縮前の音声データを復元して、これ
を音声処理部２１５に供給する。音声処理部２１５は、これに供給された音声データをア
ナログ信号に変換すると共に、スピーカ２１６に供給する形式の音声信号を形成し、これ
をスピーカ２１６に供給する。これにより、フラッシュメモリ２０４から読み出されたコ
ンテンツデータの音声データに応じた音声をスピーカ２１６から放音することができるよ
うにされる。
【００８６】
　そして、この実施の形態の携帯情報端末２００の制御部２２０は、ユーザーからの指示
に応じてコンテンツデータの再生を行うごとに、どのコンテンツデータを、いつ、どのく
らいの時間、利用したかを示す情報や、コンテンツデータを削除した場合に削除時刻を示
すログデータなどからなる再生履歴情報をフラッシュメモリ２０４あるいはＥＥＰＲＯＭ
２２４に格納して保持することができる機能を有している。この場合の時刻情報は、時計
回路２３０から制御部２２０が取得することができる。
【００８７】
　そして、上述もしたように、この実施の形態の携帯情報端末２００は、クレードル３０
０に設置され、親機としてのハードディスクレコーダ１００に接続された場合に、再生履
歴情報を親機Ｉ／Ｆ２０２、接続端２０１を通じて親機としてのハードディスクレコーダ
１００に送信することができるようにしている。
【００８８】
　親機としてのハードディスクレコーダ１００は、上述もしたように、子機としての携帯
情報端末２００から再生履歴情報の提供を受け、これを解析することにより、選局指示情
報としての好みデータベースを更新し、携帯情報端末１００のユーザーの好みに応じた放
送コンテンツを自動的に録画、録音することができるようにしている。また、ユーザーの
携帯情報端末およびコンテンツデータの利用スタイルを予測するなどして、スタイルデー
タベースを形成し、これに基づいて自動的に携帯情報端末２００に送信すべきコンテンツ
データを抽出し、これを携帯情報端末２００に提供することができるようにしている。
【００８９】
　［ハードディスクレコーダの情報と携帯情報端末の情報について］
　そして、上述もしたように、この実施の形態のコンテンツ利用システムにおいては、テ
レビ放送番組やラジオ放送番組などの大量のコンテンツデータを親機であるハードディス
クレコーダに記憶保持し、このハードディスクレコーダからユーザーが目的とするコンテ
ンツデータを携帯情報端末２００に転送するようにして、種々のコンテンツデータを携帯
情報端末２００を通じて利用するようにするものである。
【００９０】
　すなわち、コンテンツデータを大量に記憶保持するハードディスクレコーダ１００を直
接用いることなく、子機である携帯情報端末を通じて、いつでもどこででも目的とするコ
ンテンツデータを利用できる環境をユーザーの手を煩わせることなく整えることを目的と
して、この実施の形態のコンテンツ利用システムを構築している。
【００９１】
　そして、ユーザーの手を煩わせることなく、上述したようなコンテンツの利用環境を整
えるため、親機であるハードディスクレコーダ１００は、ユーザーの好みに応じて、テレ
ビ放送番組やラジオ放送番組などのコンテンツデータを自動的に受信選局することができ
るようにしている。また、親機であるハードディスクレコーダ１００は、子機である携帯
情報端末の利用状態を把握、分析することによって、ユーザーが一々指示するなどの操作
を行うき行うことなく、携帯情報端末２００を通じて使用されるであろうコンテンツデー
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タをハードディスクから抽出し、携帯情報端末２００に転送して携帯情報端末２００のフ
ラッシュメモリ２０４に自動的に格納することができるようにしている。
【００９２】
　このような機能を実現するために、ハードディスクレコーダ１００のハードディスクと
、携帯情報端末２００のメモリには種々のデータベースや履歴情報を記憶保持するように
している。
【００９３】
　図４は、親機であるハードディスクレコーダ１００のＨＤＤ１３０のハードディスクに
形成されるデータベースと、格納されるコンテンツデータの状態を説明するための図であ
り、図５は、子機である携帯情報端末２００のメモリに記憶保持されるデータを説明する
ための図である。
【００９４】
　親機であるハードディスクレコーダ１００のＨＤＤ１３０には、図４に示すように、好
みデータベース１と、記録履歴データ２と、スタイルデータベース３と、番組表データ４
とが形成される。スタイルデータベース３は、図４に示すように、タイムデータベース３
１と番組に関するデータベース３２とからなるものである。
【００９５】
　この他に、図４に示すように、テレビ放送番組やラジオ放送番組なのコンテンツデータ
が、データ１、データ２、データ３、…に示すように、ファイルとして記録保持される。
なお、図４において、「データ１．ｖｉｄｅｏ」は、データ１が例えばテレビ放送番組な
どの映像データ（ビデオデータ）を含むコンテンツデータであり、「データ７．ａｕｄｉ
ｏ」は、データ７が例えばラジオ放送番組などの音声データ（オーディオデータ）のみか
らなるコンテンツデータであることを示している。これらのコンテンツデータが、子機で
ある携帯情報端末２００に提供されるものである。
【００９６】
　ここで、好みデータベース１は、選局指示情報を記憶するものであり、詳しくは後述す
るがユーザーのコンテンツに関する好みを示す情報を記憶保持するものである。記録履歴
データ２は、ＨＤＤ１３０に記録したコンテンツデータの詳細情報を記録保持するもので
あり、ＨＤＤ１３０に記憶保持されたコンテンツデータの一覧リストの役割を有するもの
である。また、スタイルデータベース３は、携帯情報端末２００の利用態様などを把握し
管理する情報（利用態様を示す情報）を記憶保持するものである。
【００９７】
　また、番組表データ４は、例えば、デジタルテレビ放送信号に多重化されて提供される
ＥＰＧデータや、アナログテレビ放送信号に多重化されて提供される放送番組表データ、
あるいは、ラジオ放送信号に多重化されて提供される放送番組表データ、あるいは、イン
ターネットを通じて取得する放送番組表データなどに基づいて作成され、例えば数週間分
の種々の放送番組の放送予定（放送日時）を示すと共に、放送番組のそれぞれについて、
ジャンル、番組名、出演者、簡単な番組内容を示す情報などをも有するものである。
【００９８】
　一方、子機である携帯情報端末２００のメモリには、この実施の形態の携帯情報端末２
００の場合には、フラッシュメモリ２０４に、再生状況データ１１と、削除履歴データ１
２と、親機であるハードディスクレコーダ１００から提供されるテレビ放送番組やラジオ
放送番組なのコンテンツデータが、データ１、データ２、データ３、…に示すように、フ
ァイルとして記録保持される。
【００９９】
　再生状況データは、後述もするように、携帯情報端末２００においてのコンテンツデー
タの再生状況を示す情報からなるものである。また、削除履歴データ１２は、不要になっ
たコンテンツデータを削除した場合に、削除したコンテンツデータのファイル名と削除時
刻からなるものである。
【０１００】
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　また、図５においても、図４に示した場合と同様に、「データ１．ｖｉｄｅｏ」は、デ
ータ１が例えばテレビ放送番組などの映像データ（ビデオデータ）を含むコンテンツデー
タであり、「データ７．ａｕｄｉｏ」は、データ７が例えばラジオ放送番組などの音声デ
ータ（オーディオデータ）のみからなるコンテンツデータであることを示している。
【０１０１】
　以下に、図４に示したようにハードディスクレコーダ１００のＨＤＤ１３０に形成され
る各データベースおよび記録履歴データの内容や機能、図３に示したように携帯情報端末
２００のフラッシュメモリ２０４に形成される再生状況データの内容や機能について詳細
に説明する。
【０１０２】
　　［好みデータベース１について］
　まず、ハードディスクレコーダ１００のＨＤＤ１３０に形成される好みデータベース１
について説明する。図６は、好みデータベース１の内容を説明するための図である。好み
データベース１は、ユーザーのコンテンツデータについての好みを示す情報を記憶保持す
るデータベースであり、図６に示すように、ジャンル、番組名、出演者、キーワード１、
キーワード２などの情報を記憶保持するものである。
【０１０３】
　ここで、ジャンルはコンテンツのジャンルを示すものであり、ドラマ、スポーツ、ニュ
ース、バラエティ、アニメーション、映画など、ユーザーが好むコンテンツの種類を示す
情報である。番組名は、放送コンテンツの番組名を示す情報であり、ユーザーが毎回視聴
している連続番組の番組名など、ユーザーが好む番組の番組名を示す情報である。また、
出演者は、放送番組の出演者を示す情報であり、ユーザーが好む出演者を示す情報である
。キーワード１、２は、例えば、「ラーメン」、「陶芸」など、ユーザーの嗜好や趣味な
どに関連する文言情報である。
【０１０４】
　したがって、好みデータベース１に何の情報も登録されていない場合には、ユーザーは
、自己の好みに基づいて、ジャンル、番組名、出演者、キーワード１、キーワード２など
の情報をハードディスクレコーダ１００のキー操作部１７０を通じて入力し、設定するこ
ともできるようにされる。また、好みデータベース１は、例えば、ハードディスクレコー
ダ１をユーザーが操作することにより選局した放送番組のＥＰＧ、番組表の情報、文字多
重情報などのその番組についての情報からジャンル、番組名、出演者、キーワードなどの
情報を抽出し、これを設定するようにすることもできる。
【０１０５】
　また、この好みデータベース１の内容は、後述もするが、携帯情報端末２００から提供
されるコンテンツの再生状況データ１１に基づいて、更新することができるようにしてい
る。
【０１０６】
　そして、この好みデータベース１に登録された情報に基づいて、図４を用いて説明した
電子番組表などの番組表データ４を参照して、ユーザーの好みに応じた放送番組を自動的
に受信選局し、これをＨＤＤ１３０に記録することができるようにしている。したがって
、図６に示したような好みデータベース１がある場合には、ジャンルが「ドラマ」で、番
組名が「○○○○」で、出演者が「×××…」である放送番組や、ジャンルが「スポーツ
」で、キーワードが「野球」や「ベースボール」である放送番組や、ジャンルが「ニュー
ス」で、番組名が「ニュース×××」である放送番組や、ジャンルが「ニュース」で、番
組名が「ニュース○○」である放送番組を、ユーザーの指示を待つまでもなく、自動的に
ＨＤＤ１３０に録画することができるようにされる。
【０１０７】
　したがって、番組表データ４の情報を好みデータベース１の情報に基づいて検索した場
合に、番組表データ４の情報において、ジャンルがスポーツであっても、好みデータベー
ス１に登録されたキーワードである野球（ベースボール）以外の例えばサッカーやゴルフ
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などの放送番組は録画されることはない。
【０１０８】
　また、番組表データ４の情報において、ジャンルがニュース番組であっても、好みデー
タベース１に登録された番組名が異なるニュース番組は録画されることはない。また、番
組表データ４の情報において、ジャンルと番組名とが一致していても、好みデータベース
１に登録された出演者を示す情報が異なる場合には、その番組は録画されることはない。
【０１０９】
　このように、好みデータベース１に設定された情報に基づいて、番組表データ４を参照
することにより、ユーザーの好みの放送番組だけを自動的に、しかも効率よく録画するこ
とができるようにされる。
【０１１０】
　　［記録履歴データ２について］
　上述したように、好みデータベース１と番組表データ４とに基づいて、ユーザーが好む
であろう放送番組を録画するようにした場合には、その録画するようにした番組に関連す
る情報が、図７に示すような記録履歴データファイル２に追加記録される。記録履歴デー
タファイル２には、図７に示すように、録画するようにした放送番組単位（ファイル単位
）に、ＨＤＤ１３０に録画した当該放送番組のファイル名と、記録日時と、放送チャンネ
ルを示す情報と、ジャンル、番組名、出演者、キーワードなどの各情報が追加記録される
。
【０１１１】
　ここで、ファイル名は、放送番組データをＨＤＤ１３０に記録する際に、制御部１４０
が自動的に生成するようにしたものである。また、記録日時は、制御部１４０が録画開始
時において、時計回路１６０から取得するようにした情報である。また、放送チャンネル
を示す情報は、制御部１４０がチューナ部１０２を制御した際に用いた選局指示情報に基
づいて把握することができる。その他のジャンル、番組名、出演者、キーワードなどの各
情報は、主に番組表データ４から取得することが可能な情報である。
【０１１２】
　そして、この図７に示した例の記録履歴データファイル２の場合には、例えば、２００
４年１０月１９日、２２：００から２２：５５まで放送された放送番組を、ファイル名が
「データ１．ｖｉｄｅｏ」として録画したことが記録されている。また、ファイル名がデ
ータ１．ｖｉｄｅｏであるデータは、放送チャンネルが８チャンネルで放送され、ジャン
ルがニュースで、番組名が「ニュース×××」で、出演者が「△△・・」である放送番組
であることなどが記録保持するようにされる。
【０１１３】
　このように、記録履歴データファイル２に記録されるデータによって、ＨＤＤ１３０に
はどのようなコンテンツデータが格納されているのかを正確に把握することができ、後述
もするように、携帯情報端末２００に提供するコンテンツデータを抽出する場合などにお
いて利用することができるようにしている。
【０１１４】
　このように、放送番組の録画や録音が行われた場合には、図７に示した記録履歴データ
ファイルに、録画や録音した放送番組に関する履歴データが形成されて追加記録される。
これにより、記録履歴データファイル２の情報を参照するだけで、どのようなコンテンツ
データがＨＤＤ１３０に格納されているのかを正確かつ迅速に把握することができるよう
にされる。
【０１１５】
　　［タイムデータベース３１について］
　次に、スタイルデータベース３を構成するタイムデータベース３１について説明する。
図８は、タイムデータベース３１を説明するための図である。タイムデータベース３１は
、親機であるハードディスクレコーダ１００が、子機である携帯情報端末２００の利用の
され方、すなわち、利用スタイルを把握するために設けられるものである。
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【０１１６】
　このタイムデータベース３１においては、ユーザーの携帯情報端末２００の利用スタイ
ルに周期性が現れやすいと考えられる１週間の各曜日単位に、子機の持ち出し時刻、子機
の利用時間（利用トータル時間（ＴＴＬ））、利用したコンテンツのジャンルごとの利用
時間、コンテンツの利用時間帯などの各情報を示す情報を有するものである。
【０１１７】
　子機の持ち出し時刻は、クレードル３００にセットされていた携帯情報端末が、クレー
ドル３００から取り外されたタイミングを親機であるハードディスクレコーダ１００が検
知した時刻を示すものである。すなわち、この実施の形態の携帯情報端末２００は、親機
であるハードディスクレコーダ１００から最新のコンテンツデータの提供を受けるために
、例えばユーザーが外出先から帰宅した夜間にクレードル３００に置かれ、新たなコンテ
ンツの提供を受けた後、翌朝の外出時にクレードル３００から取り外されて持ち運ばれる
ようにされる。
【０１１８】
　したがって、ハードディスクレコーダ１００が、クレードル３００にセットされた携帯
情報端末２００がクレードル３００から取り外された場合に、その取り外された時点を持
ち出し時刻として認識する。具体的には、クレードル３００の携帯情報端末２００との接
続点の電気的状態（電気的な特性の変化の状態）を監視することにより、クレードル３０
０にセットされた携帯情報端末２００がクレードル３００から取り外された時点を検出す
ることができ、その時点の時刻を時計回路１６０から取得することにより、携帯情報端末
の持ち出し時刻を検出するようにしている。
【０１１９】
　また、利用時間（ＴＴＬ）以降の情報、すなわち、利用したコンテンツデータのジャン
ルごとの再生時間や利用時間帯などは、後述する携帯情報端末２００の再生状況データに
基づいて形成することができるものである。
【０１２０】
　そして、この図８に示したタイムデータベース３１の情報から、携帯情報端末２００の
ユーザーは、月曜日から金曜日までは、毎朝７時３０分前後に携帯情報端末２００をクレ
ードル３００から取り外して持ち出し、土曜日と日曜日は、午前１０時位に携帯情報端末
２００をクレードルから取り外して持ち出すようにしていることが分かる。
【０１２１】
　そして、月曜日から金曜日までは、毎日、ジャンルがニュースであるコンテンツを１５
分づつ利用していることが分かる。また、ジャンルが音楽であるコンテンツも木曜日と土
曜日を除く曜日において、４５分以上利用されていることがわかる。また、ドラマ、バラ
エティといったジャンルのコンテンツも、水曜日と土曜日を除く曜日において、４０前後
利用されていることが分かる。また、各コンテンツの利用時間帯が、利用時間帯１、２が
示す情報によって把握できるようにされている。
【０１２２】
　このように、タイムデータベース３１の情報によって、携帯情報端末２００は、１日ど
の位利用され、どのようなジャンルのコンテンツデータがどの位の時間、どのような時間
帯で利用されるのかを把握することができるようにされる。
【０１２３】
　　［番組に関するデータベース３２について］
　また、ハードディスクレコーダ１００においては、スタイルデータベースを構成するも
う１つのデータベースである番組に関するデータベース３２を形成する。図９は、番組に
関するデータベース３２を説明するための図である。図９に示すように、番組に関するデ
ータベース３２は、コンテンツデータのジャンルごとに、鮮度情報（鮮度パラメータ）と
保存情報（保存パラメータ）とを持つものである。
【０１２４】
　ここで、コンテンツデータの鮮度情報は、ハードディスクレコーダ１００において、各
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コンテンツデータをＨＤＤ１３０に記録してから子機に転送するまでの期間を各コンテン
ツデータの属するジャンルごとにまとめて数値化した情報である。
【０１２５】
　このコンテンツデータの鮮度情報は、各コンテンツデータについて、ＨＤＤ１３０に記
録され時点の現在時刻を時計回路１６０から取得してこれを保持し、また、携帯情報端末
２００に転送された時点の現在時刻を時計回路１６０から取得してこれを保持することに
より、各コンテンツデータごとに、ＨＤＤ１３０に記録されてから携帯情報端末２００に
転送されるまでの期間（時間）がわかり、これをジャンル毎に加算してコンテンツデータ
数で割り算することによって求めることができる。この場合、１日（２４時間）を値「１
」として計算している。
【０１２６】
　また、コンテンツデータの保存情報は、各コンテンツデータについて、子機である携帯
情報端末２００に転送されてから削除されるまでの期間を各コンテンツデータの属するジ
ャンルごとにまとめて数値化した情報である。
【０１２７】
　このコンテンツデータの保存情報は、各コンテンツデータについて、上述したように、
ハードディスクレコーダ１００から携帯情報端末２００に転送された時点の現在時刻を時
計回路１６０から取得してこれを保持しておき、さらに、携帯情報端末２００から各コン
テンツデータを削除した時刻の提供を受けることにより、各コンテンツデータごとに、Ｈ
ＤＤ１３０から転送されてから携帯情報端末２００において削除されるまでの期間（時間
）がわかり、これをジャンル毎に加算してコンテンツデータ数で割り算することによって
求めることができる。この場合、１日（２４時間）を値「１」として計算している。
【０１２８】
　なお、携帯情報端末２００に転送されたコンテンツデータについての削除時刻は、携帯
情報端末２００において取得することが可能である。すなわち、携帯情報端末２００に転
送されたコンテンツデータは、再生されて利用されるが、必要がなくなれば、新たなコン
テンツデータの格納領域を確保するために、携帯情報端末２００のユーザーは削除する処
理を行う。
【０１２９】
　このようにして、携帯情報端末２００のフラッシュメモリ２０４からコンテンツデータ
が削除される場合に、削除したコンテンツデータの例えばファイル名などの識別情報と、
削除時点において、携帯情報端末の制御部２２０が時計回路２３０から取得する現在時刻
とを図５に示したように削除履歴データ１２として保持しておき、これをハードディスク
レコーダ１００に提供することにより、ハードディスクレコーダ１００の制御部１４０は
、携帯情報端末２００に提供したコンテンツデータの削除時刻を知ることができる。
【０１３０】
　そして、ハードディスクレコーダ１００の制御部１４０は、自己が保持する各コンテン
ツデータの携帯情報端末２００に提供した時刻と、各コンテンツデータの携帯情報端末２
００における削除時刻とから各コンテンツデータの携帯情報端末２００における保存期間
を知ることができ、これをジャンル毎に加算してコンテンツデータ数で割り算することに
よって求めることができるのである。
【０１３１】
　なお、上述もしたように、ハードディスクレコーダ１００において各コンテンツデータ
ごとに管理している携帯情報端末２００の転送時刻を用いるようにすることもできるし、
携帯情報端末２００の制御部２２０が、ハードディスクレコーダ２００からコンテンツデ
ータの提供を受けた場合に、そのコンテンツデータの提供を受けた時刻を時計回路２３０
から取得し、これを携帯情報端末２００のメモリに各コンテンツデータごとに記憶保持し
ておくことにより、このようにして携帯情報端末２００において管理されている情報の提
供を受けて、これを用いるようにしてもよい。
【０１３２】
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　また、この場合には、携帯情報端末２００の制御部２２０において、各コンテンツデー
タの保存期間を計算し、親機であるハードディスクレコーダ１００に提供するようにする
ことも可能である。
【０１３３】
　そして、図９に示した番組に関するデータベースから分かるように、ジャンルがニュー
スであるコンテンツデータは、利用サイクルが速く、消去されるまでの期間も短いことが
分かる。また、ジャンルがスポーツであるコンテンツデータも、利用サイクルは比較的に
早く、保存期間も短いことが分かる。
【０１３４】
　逆に、ジャンルがバラエティであるコンテンツデータや、ジャンルが音楽であるコンテ
ンツデータは、ハードディスクレコーダ１００が取得してから子機に転送するまでの期間
も数日と比較的に長く、また、携帯情報端末２００における保存期間も比較的に長いこと
が分かる。
【０１３５】
　したがって、即時性が重要なニュースやスポーツなどのジャンルに属するコンテンツデ
ータは、ハードディスクレコーダ１００からできるだけ速やかに携帯情報端末２００に転
送しなければならないが、バラエティや音楽のジャンルに属するコンテンツデータは、あ
まり急ぐ必要はなく、フラッシュメモリ２０４の空き容量などを考慮して、３日以上の長
い周期で、新たなコンテンツデータに変更すればよいことがわかる。
【０１３６】
　このような、タイムデータベースと番組関するデータベース３２とに基づいて、携帯情
報端末２００のユーザーが望んでいるであろうコンテンツデータを予測して抽出し、これ
を携帯情報端末２００に転送して利用できる環境を最もユーザーが望むであろうタイミン
グで整えることができるようにしている。
【０１３７】
　　［再生状況データ１１について］
　次に、図５を用いて説明したように、子機である携帯情報端末２００において形成され
、親機であるハードディスクレコーダ１００に提供される再生状況データ１１について説
明する。図１０は、携帯情報端末２００において形成される再生状況データを説明するた
めの図である。図１０に示すように、再生状況データは、この例の場合には、日にち（再
生日）単位に、総再生時間と、再生されたコンテンツデータのファイル名（再生ファイル
名）と、再生されたコンテンツデータの再生時間、再生時間帯とからなっている。
【０１３８】
　携帯情報端末２００において、キー操作部２４０を通じて目的とするコンテンツデータ
の再生が指示され、そのコンテンツデータが再生された場合に、そのコンテンツデータの
ファイル名が特定されると共に、そのコンテンツデータの再生開始から再生終了までの時
間が時計回路２３０から取得され、そのコンテンツデータの再生時間、再生時間帯が特定
される。そして、ここで得られた再生時間は、総再生時間に加算するようにされる。
【０１３９】
　このようにして、携帯情報端末２００においては、再生したコンテンツデータについて
の利用状況を示す再生状況データが形成される。この再生状況データ１１や上述もしたよ
うに、コンテンツデータの削除時刻を示す削除履歴データ１２が親機であるハードディス
クレコーダ１００に転送され、親機であるハードディスクレコーダ１００に形成される好
みデータベース１を更新したり、また、スタイルデータベース３を形成するタイムデータ
ベース３１や番組に関するデータベース３２を更新したりすることができるようにされる
。
【０１４０】
　すなわち、この実施の形態のコンテンツ利用システムにおいて、子機である携帯情報端
末２００から親機であるハードディスクレコーダ１００に転送される再生履歴情報は、再
生状況データ１１と、削除履歴データ１２とを含むものである。
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【０１４１】
　そして、上述もしたように、親機であるハードディスクレコーダ１００においては、好
みデータベース１と予め取得するＥＰＧなどから形成される番組表データ４とに基づいて
、ユーザーが好むであろう放送番組を自動的に受信選局してＨＤＤ１３０に記録すること
ができるようにされる。また、ハードディスクレコーダ１００においては、スタイルデー
タベース３のタイムデータベース３１や番組に関するデータベース３２に基づいて、携帯
情報端末２００においてユーザーが利用するであろうコンテンツデータを自動的に抽出し
、抽出したコンテンツデータを携帯情報端末２００に転送して、携帯情報端末２００のフ
ラッシュメモリ２０４に格納することができるようにされる。
【０１４２】
　［ハードディスクレコーダと携帯情報端末の動作について］
　次に、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００と携帯情報端末２００との動作
について、図１１、図１２のフローチャートを参照しながら説明する。図１を用いて説明
したように、ハードディスクレコーダ１００と携帯情報端末２００とは、個々に独立して
動作するものであるが、以下に詳述するように、携帯情報端末２００をハードディスクレ
コーダ１００に接続されたクレードル３００に適切にセットすることにより接続状態とな
り、ハードディスクレコーダ１００と携帯情報端末２００とが、相互に種々のデータの送
受を行うことができるようにされる。
【０１４３】
　通常、ハードディスクレコーダ１００においては、図１１に示すフローチャートの処理
が実行される。ハードディスクレコーダ１００の制御部１４０は、自己の好みデータベー
ス（図１１においては好みＤＢと記載。）１に基づいて、ＥＰＧなどから形成される番組
表データ４を参照し、ユーザーが好むであろう目的とする放送番組を自動的に受信選局し
（ステップＳ１０１）、その選局した放送番組を形成する放送信号をＨＤＤ１３０に記録
（格納）する（ステップＳ１０２）。
【０１４４】
　つまり、ステップＳ１０１の処理において、ハードディスクレコーダ１００の制御部１
４０は、好みデータベース１のデータに基づいて番組表データ４を参照し、好みデータベ
ース１に登録されたジャンル、番組名、出演者、キーワードなどが一致する放送番組の情
報が番組表データに存在した場合、その放送番組の放送時刻の到来を時計回路１６０の提
供する現在時刻に基づいて検知し、自動的にその放送番組を受信選局し、ステップＳ１０
２の処理により、ステップＳ１０１において受信選局した放送番組の録画、録音を行うの
である。
【０１４５】
　そして、制御部１４０は、クレードル３００に子機である携帯情報端末２００がセット
されたか（接続されたか）否かを判断する（ステップＳ１０３）。このステップＳ１０３
の処理においては、制御部１４０がクレードル３００の接続端の電気的状態を監視するこ
とにより、携帯情報端末２００が置かれたか否かを判断することができる。
【０１４６】
　そして、ステップＳ１０３の判断処理において、携帯情報端末２００はクレードル３０
０に置かれていないと判断したときには、ステップＳ１０１からの処理を繰り返す。ステ
ップＳ１０３の判断処理において、携帯情報端末２００がクレードル３００にセットされ
たと判断したときには、制御部１４０は、子機Ｉ／Ｆ１３３を通じて携帯情報端末２００
に対して、再生状況データ１１や削除履歴データ１１の提供を要求し、子機から再生状況
データ１１や削除履歴データ１２をダウンロードする（ステップＳ１０４）。
【０１４７】
　そして、ハードディスクレコーダ１００の制御部１４０は、携帯情報端末２００からダ
ウンロードしてきた図１０を用いて説明した再生状況データ１１に基づいて、図８を用い
て説明したタイムデータベース３１を更新するともに、自己の保持する各コンテンツデー
タを携帯情報端末２００に転送した時刻と、携帯情報端末２００からの削除時刻を示す削
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除履歴データとに基づいて、図９を用いて説明した番組に関するデータベース３２を更新
する（ステップＳ１０５）。
【０１４８】
　なお、ステップＳ１０５のデータベースの更新処理において、携帯情報端末２００から
の再生状況データ１１に基づいて、好みデータベース１の情報を更新することも行う。例
えば、再生されたコンテンツデータ（ファイル名）に基づいて、ハードディスクレコーダ
の記録履歴データを参照し、利用したコンテンツデータのジャンル、番組名、出演者、キ
ーワードであって、好みデータベース１に登録されていないデータを追加するなどの処理
を行う。また、上述のようにして取得した利用したコンテンツデータのジャンル、番組名
、出演者、キーワードであっても、所定回以上、例えば、３回以上生じることとなった情
報のみを追加するなどしてもよい。
【０１４９】
　この後、ハードディスクレコーダ１００の制御部１４０は、タイムデータベース３１、
番組データベース３２に基づいて、ユーザーが携帯情報端末２００を通じて利用するであ
ろうコンテンツデータであって、携帯情報端末２００に転送すべきコンテンツデータをＨ
ＤＤ１３０のハードディスクから抽出し、抽出したコンテンツデータを子機Ｉ／Ｆ１３３
、接続端１３４、クレードル３００を通じて携帯情報端末２００に転送する（ステップＳ
１０６）。携帯情報端末２００は、接続端２０１、親機Ｉ／Ｆ２０２を通じてコンテンツ
データを受け付け、これをデータ処理部２０３を介してフラッシュメモリ２０４に記録（
格納）し、利用できるようにすることになる。
【０１５０】
　なお、ステップＳ１０６の処理において、ハードディスクレコーダ１００の制御部１４
０は、タイムデータベース３１、番組に関するデータベース３２の情報に基づいて、子機
の持ち出し時間から持ち出される時刻を予測し、それまでに転送すべきコンテンツデータ
であって、鮮度情報が小さく、確実に利用されているデータや、利用頻度の高いジャンル
のコンテンツデータを抽出するなどの処理を行うことになる。
【０１５１】
　そして、再生時間帯から使用されるであろう時間がわかるし、また、利用態様、例えば
、ニュースが利用されている時間帯は通勤時間帯であり、映像のあるコンテンツデータの
使用には向いていない場合もあるので、音声だけの、すなわち、ラジオ放送のニュース番
組を抽出し、転送するなどのこともできるようにされる。
【０１５２】
　なお、図１１のフローチャートに示した処理は、主にハードディスクレコーダ１００に
おいての処理であるが、上述したように、ステップＳ１０６の処理において、ハードディ
スクレコーダ１００から携帯情報端末２００にコンテンツデータが転送された場合には、
転送されたコンテンツデータは、携帯情報端末２００のフラッシュメモリ２０４に格納さ
れることになる。
【０１５３】
　次に、携帯情報端末２００の動作について説明する。図１２は、携帯情報端２００の動
作について説明するためのフローチャートである。携帯情報端末２００は、クレードル３
００が取り外され、持ち運ばれて利用されるが、電源投入後においては、図１２に示す処
理を実行する。
【０１５４】
　携帯情報端末２００の制御部２２０は、キー操作部２４０を通じてのユーザーからの操
作入力の受け付け待ちとなり（ステップＳ２０１）、操作入力を受け付けたと判断したと
きには、受け付けた操作入力は、再生指示か否かを判断する（ステップＳ２０２）。ステ
ップＳ２０２の判断処理において再生指示ではないと判断したときには、その指示に応じ
た処理、例えば、音量や音質の調整や画質の調整などの指示された処理が実行され（ステ
ップＳ２０３）、ステップＳ２０１からの処理が繰り返される。
【０１５５】
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　また、ステップＳ２０２の判断処理において、再生指示であると判断したときには、制
御部２２０は、データ処理部２０３、映像系や音声系を制御し、再生指示されたコンテン
ツデータをフラッシュメモリ２０４から読み出して、当該コンテンツデータの再生を開始
する（ステップＳ２０４）。このステップＳ２０４の処理においては、当該コンテンツデ
ータの再生開始時刻が時計回路２３０から取得され、これが保持するようにされる。
【０１５６】
　そして、携帯情報端末２００の制御部２００は、ユーザーからの操作入力の受付待ちと
なり（ステップＳ２０５）、操作入力を受け付けたと判断したときには、受け付けた操作
入力は、再生停止の指示か否かを判断する（ステップＳ２０６）。ステップＳ２０６の判
断処理において、再生停止の指示ではないと判断したときには、受け付けた指示、例えば
、音量調整や画質調整などの指示された処理を実行し（ステップＳ２０７）、ステップＳ
２０５からの処理を繰り返す。
【０１５７】
　ステップＳ２０６の判断処理において、受け付けた操作入力は再生停止の指示であると
判断した時には、制御部２２０は、時計回路から再生終了時刻を取得し、ステップＳ２０
４において取得した再生開始時刻とから、再生時間や再生時間帯を特定し、図１０を用い
て説明した再生状況データを更新し（ステップＳ２０８）、ステップＳ２０１からの処理
を繰り返すことになる。
【０１５８】
　このようにして、携帯情報端末２００においては、再生状況データが形成されると共に
、上述もしたように、利用済みのコンテンツデータが削除された場合には、削除されたコ
ンテンツデータのファイル名と削除時刻とからなる削除履歴データが形成され、これらの
情報が上述もしたように、親機であるハードディスクレコーダ１００に提供されて各デー
タベースの更新に利用されることになる。
【０１５９】
　なお、再生状況データにコンテンツデータの削除履歴データを含めることも可能である
が、再生状況データと削除履歴とは性質の異なるデータであり、管理の仕方などが異なる
ことから、この実施の形態においては別々に管理することとしている。
【０１６０】
　このように、この実施の形態のコンテンツ利用システムにおいては、親機であるハード
ディスクレコーダ１００においては、好みデータベース１、番組表データ４に基づいて、
ユーザーが好むであろう放送番組（コンテンツ）を自動的に受信選局し、ＨＤＤ１３０に
蓄積することができるようにされる。また、ハードディスクレコーダ１００においては、
スタイルデータベース３を形成するタイムデータベース３１と番組に関するデータベース
３２とに基づいて、ユーザーの携帯情報端末の利用スタイル（利用状況）に応じて、利用
されるであろうコンテンツデータをＨＤＤ１３０から自動的に抽出し、これを携帯情報端
末２００に自動転送し、携帯情報端末２００において利用できるようにすることができる
。
【０１６１】
　また、親機であるハードディスクレコーダ１００の好みデータベース１、スタイルデー
タベース３を形成するタイムデータベース３１、番組に関するデータベース３２は、携帯
情報端末２００から提供される再生状況データおよび削除履歴データとに基づいて、随時
更新され、携帯情報端末２００の利用状況、コンテンツデータの利用状況を随時反映させ
ることができるようにされる。
【０１６２】
　なお、好みデータベース１だけを更新し、携帯情報端末２００に転送して利用するコン
テンツデータについては、ユーザーが指定するようにすることもできる。また、スタイル
データベース３を構成するタイムデータベース３１、番組に関するデータベース３２だけ
を更新するようにし、好みデータベース１は、ユーザーの操作入力に基づいて設定するよ
うにすることも可能である。
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【０１６３】
　また、スタイルデータベース３は、子機でどのようなコンテンツを持ち運び、どのよう
に視聴するかを示したデータベースである。これはたとえば、ユーザーの好みに「ドラマ
」と特定の人物が入っていて、親機がそれを録画した場合に、このユーザーが子機を通勤
電車で使うため、映像の視聴はしたくない、あるいは出来ないというスタイルで使う場合
、親機はこの番組を子機に転送しないなどというように使用することもできるようにされ
る。
【０１６４】
　また、ハードディスクレコーダ１００においては、目的とする放送番組を受信選局して
ＨＤＤ１３０に格納する場合に、コンテンツデータの内容の解析を行い、必要に応じて圧
縮し、保存される。たとえば、ＦＭ音声が録音された場合、その内容が楽曲なのか、話し
声なのか、ＴＶが録画された場合はその内容がＣＭなのか、番組なのかなどにより、それ
ぞれファイルを分けて保存することも可能である。このようにすることにより、音楽コン
テンツデータだけを携帯情報端末２００に転送するようにしたり、ＣＭのない番組部分だ
けを携帯情報端末２００に転送するようにしたりすることが可能になる。
【０１６５】
　また、親機であるハードディスクレコーダ１００の動作は、図１１のフローチャートを
用いて説明したように動作するが、実際には、図１３に示すように主要な３つのタスクか
らなっており、いつ携帯情報端末２００がクレードル３００に置かれても、適切に動作す
ることができるようにされている。
【０１６６】
　すなわち、タスク１は記録開始時刻に実行されるタスクで、取得したデータをＲＡＭに
保存する。このタスクはアンテナを通じて受信選局した放送番組を取得し（ステップＳ３
０１）、これをデジタルデータに変換し、一時保存用のＲＡＭ領域に逐次確保し、データ
を保存する（ステップＳ３０２）。
【０１６７】
　タスク２は、タスク１の実行と共に実行され、ＲＡＭに保存されたデータを解析し（ス
テップＳ４０１）、各データに対して意味づけをし（ステップＳ４０２）、意味ごとに分
割してＨＤＤ１３０に保存する（ステップＳ４０３）。分析の方法には、上述もしたよう
に、例えば、テレビ放送番組ＣＭのカット、音声の２カ国語/ステレオ/モノラルを自動判
別し、ＣＭ部分を検出し、カットする方法などがある。
【０１６８】
　タスク３は、親機内のデータが更新されたとき、子機と親機が接続されたときなどに実
行さる。子機内の再生状況データが更新されている場合は、そのデータが子機から親機に
提供され（ステップＳ５０１）、親機内の好みデータベース、スタイルデータベースＤＢ
を更新する（ステップＳ５０２）。最新のスタイルＤＢに基づき、親機内のデータの中か
らユーザーが子機での視聴を望むと予測されるデータを転送する（ステップＳ５０３）。
【０１６９】
　このように、タスクごとに処理を行うことができるので、親機であるハードディスクレ
コーダ３００においては、いつ携帯情報端末２００がクレードル３００を通じて接続され
ても、対応できるようになっている。
【０１７０】
　このように、この実施の形態のコンテンツ利用システムにおいては、子機が親機に接続
されている場合、親機はユーザーのスタイルに合わせ、子機の情報を更新する。ユーザー
は子機をクレードルに置いておくだけで、後は出かけるときに持っていけば、いつでもど
こでも新鮮で、自分の好みに合ったコンテンツを視聴することが出来る。
【０１７１】
　また、子機での再生に関する情報は再生状況データとして子機のメモリに保存され、「
好み」「スタイル」データベースにフィードバックされる。これにより、自然とユーザー
の視聴スタイルに合ったコンテンツを子機内に転送できる。
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【０１７２】
　なお、ハードディスクレコーダ１００から携帯情報端末２００へのコンテンツデータの
転送は、スタイルデータベース３に基づく自動転送のほかに、ユーザーは手動で子機に転
送するコンテンツを選択し、子機に転送するようにすることもできる。また、ユーザーは
、子機である携帯情報端末２００をクレードルに戻す前に、携帯情報端末２００に保持さ
れているコンテンツデータのそれぞれについて、子機に明示的に残す、残さない（削除す
るか否か）の選択ができる。
【０１７３】
　また、番組に関するデータベース３２の利用方法として、番組に関するデータベースは
、上述もしたように、ニュース番組を携帯情報端末２００に転送し、その日のうちに削除
された場合、鮮度情報「０」、保存情報「０」となるようにする。そして、親機から子機
にコンテンツを転送する場合、鮮度と実際に記録されてから過ぎた日にちの差が小さいも
のほど優先するようにする。すなわち、鮮度情報が小さく、保存期間が短い場合には、確
実に利用される情報であると判断できるからである。
【０１７４】
　また、ハードディスクレコーダ１００から携帯情報端末２００にコンテンツデータを転
送する場合において、携帯情報端末２００のフラッシュメモリ２０４の空き容量が少ない
場合には、フラッシュメモリ２０４の記録データを番組に関するデータベース３２の情報
に基づいて、自動的に整理するようにすることもできる。すなわち、携帯情報端末２００
に格納されているコンテンツデータの実際の保存期間と、ハードディスクレコーダ１００
に形成されている番組に関するデータベース３２の各ジャンルの保存情報とを比較し、保
存情報と実際に保存されている日の差が小さいものほど優先して削除するようにするなど
のことができる。
【０１７５】
　また、ハードディスクレコーダ１００のＨＤＤ１３０に格納されているコンテンツデー
タを整理する場合には、図７に示した記録履歴データ２の記録日時に基づいて、例えば、
記録から１週間経過したコンテンツデータは自動的に削除するなどのことが可能である。
【０１７６】
　なお、上述した実施の形態においては、親機としてハードディスクレコーダを用いるよ
うにしたが、これに限るものではない。例えば、記録媒体としてブルーレイディスク（Bl
u-ray Disc）などと呼ばれる大容量光ディスクを用いる記録装置や記録再生装置にこの発
明の親機にかかる装置を適用することができる。すなわち、用いられる記録媒体は、ハー
ドディスクに限るものではなく、光ディスク、光磁気ディスク、磁気ディスク、半導体メ
モリなどの種々のものを用いる記録装置、記録再生装置にこの発明の親機にかかる装置を
適用することができる。
【０１７７】
　また、上述した実施の形態においては、子機としての携帯情報端末は、フラッシュメモ
リを記録媒体として用いるものとして説明したが、これに限るものではない。その他の半
導体メモリを用いたり、あるいは、ブルーレイディスクなどの光ディスクや光磁気ディス
ク、磁気ディスクなどを用いたりする携帯情報端末に、この発明の子機に係る装置を適用
することが可能である。
【０１７８】
　また、子機としての携帯情報端末は、コンテンツデータを蓄積するためのメモリを持た
ずに、親機としてのハードディスクレコーダなどから提供されるコンテンツデータをリア
ルタイムに再生するようにする構成とした場合にも、この発明を適用することが可能であ
る。
【０１７９】
　すなわち、子機である携帯情報端末が親機であるハードディスクレコーダからのコンテ
ンツデータを利用する毎に、利用状況データを形成し、これを親機に戻すようにすること
によって、このデータに基づいて、上述した実施の形態の場合と同様にして、親機におい
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て子機に転送すべきコンテンツデータを抽出し、これを子機に自動的に転送するようにす
ることも可能である。
【０１８０】
　このようにすることによって、子機が親機に対してコンテンツデータを特定してコンテ
ンツデータの提供を要求するなどのことなく、子機である携帯情報端末は、子機である携
帯情報端末の利用態様に応じたコンテンツデータの提供を自動的に受けるようにすること
ができる。また、この場合に、親機であるハードディスクレコーダから子機である携帯情
報端末へのコンテンツデータの提供の時間などについても、親機であるハードディスクレ
コーダが子機からの再生状況データ等に基づいて制御することも可能である。
【０１８１】
　このような子機としての携帯情報端末などの機器がコンテンツデータを格納するための
メモリを持たない構成のシステムは、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）システムの
ように限られた範囲に構築され、親機と子機とが常に通信が可能な状態となるシステムに
適用して好適である。
【０１８２】
　また、上述の実施の形態においては、親機としてのハードディスクレコーダと、子機と
しての携帯情報端末とは、有線によって接続可能なものとして説明したが、これに限るも
のではない。親機としてのハードディスクレコーダ等の機器と、子機としての携帯情報端
末などの機器とは、電波や光などを用いた無線通信によって接続することも可能であるこ
とはいうまでもない。
【０１８３】
　また、上述した実施の形態においては、主に放送番組を自動的に受信選局するものとし
て説明したが、これに限るものではない。インターネットなどの広域ネットワークを通じ
て提供されるコンテンツデータの内、ユーザーの好みに応じたコンテンツデータを検索し
、これをダウンロードしてＨＤＤに格納できるようにする場合においても、この発明を適
用することができる。
【０１８４】
　また、上述した好みデータベース１、記録履歴データ２、スタイルデータベース３を構
成するタイムデータベース３１、番組に関するデータベース３２、再生状況データ、削除
履歴データなどの構成は一例であり、さらに多くの情報を持つようにすることも可能であ
るし、逆に保持する情報を少なくすることも可能である。
【０１８５】
　要は、好みデータベース１の場合には、目的とする放送番組を選局するために必要な情
報があればよく、また、スタイルデータベース３の場合には、携帯情報端末２００のユー
ザーの利用スタイルを把握することが可能な情報であって、コンテンツデータの抽出に役
立つ情報があればよいというように、各データベース、データファイルのデータとしては
、目的達成のために必要なデータがあればよく、上述した実施の形態において用いたもの
に限るものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１８６】
【図１】この発明のシステムの一実施の形態が適用されたコンテンツ利用システムの構成
を説明するための図である。
【図２】この発明の親機に係る装置の一実施の形態が適用されたハードディスクレコーダ
１００を説明するためのブロック図である。
【図３】この発明の子機に係る装置の一実施の形態が適用された携帯情報端末２００を説
明するためのブロック図である。
【図４】ハードディスクレコーダ１００で管理される情報について説明するための図であ
る。
【図５】携帯情報端末２００で管理される情報について説明するための図である。
【図６】好みデータベースを説明するための図である。
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【図７】記録履歴データを説明するための図である。
【図８】タイムデータベースを説明するための図である。
【図９】番組に関するデータベースを説明するための図である。
【図１０】再生状況データを説明するための図である。
【図１１】ハードディスクレコーダ１００の動作を説明するためのフローチャートである
。
【図１２】携帯情報端末２００の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１３】ハードディスクレコーダ１００で実行されるタスクについて説明するための図
である。
【符号の説明】
【０１８７】
　１００…ハードディスクレコーダ、１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃ…放送受信アンテナ
、チューナ部…１０２、１０２Ａ…デジタルチューナ、１０２…アナログテレビチューナ
、１０２Ｃ…ラジオチューナ、１０３…切換回路、１０４…音声処理部、１０５…音声エ
ンコーダ、１０６…映像処理部、１０７…映像エンコーダ、１１０…多重／分離回路、１
２１…音声デコーダ、１２２…出力音声処理部、１２３…音声出力端子、１２４…映像デ
コーダ、１２５…出力映像処理部、１２６…映像出力端子、１３０…ハードディスドライ
ブ、１３１…通信インターフェース、１３２…接続端子、１３３…子機インターフェース
、１３４…端子、１４０…制御部、１４１…ＣＰＵ、１４２…ＲＯＭ、１４３…ＲＡＭ、
１４４…ＥＥＰＲＯＭ、１４５…ＣＰＵバス１４５、１６０…時計回路、１７０…キー操
作部１７０、２００…携帯情報端末、２０１…接続端、２０２…親機Ｉ／Ｆ、２０３…デ
ータ処理部、２０４…フラッシュメモリ、２１１…映像デコーダ、２１２…映像処理部、
２１３…ＬＣＤ、２１４…音声デコーダ、２１５…音声処理部、２１６…スピーカ、２２
０…制御部２２０、２２１…ＣＰＵ、２２２…ＲＯＭ、２２３…ＲＡＭ、２２４…ＥＥＰ
ＲＯＭ、２２５…ＣＰＵバス
【図１】 【図２】
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